
 

次期北九州市健康づくり推進プランの策定について 

平成３０年度末に策定した現行の「第二次北九州市健康づくり推進プラン」が令和

５年度で終了することから、これに続く新たな計画を策定し、次世代を担う子どもや

若者をはじめとするすべての市民が、社会とのつながりの中で、健やかで心豊かに生

活できる幸福な社会の実現を図る。 

１ 計画の位置づけ 

〇 市民の健康増進を総合的に推進することを目的とした健康増進法第８条 

第２項の規定に基づく市町村健康増進計画 

〇 市の基本構想・基本計画に基づく健康づくりの分野別計画 

２ 計画期間 

    令和６年度～令和１１年度 （６年間） 

３ 計画の策定について 

〇 計画の策定にあたっては、健康づくりに関する識見や専門知識を有する者、 

市民その他関係者で構成する「北九州市健康づくり懇話会」から幅広い意見を聞 

きながら検討を進め、計画書の素案を作成する。 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 策定スケジュール（予定） 

 〇 令和５年度中         「健康づくり懇話会」を５回程度開催 

 〇 令和５年１１月～１２月  次期プラン（素案）を報告 常任委員会 

 〇 令和５年１２月頃         〃            社会福祉審議会 

パブリックコメントの実施 

 〇 令和６年３月        常任委員会で次期プラン（パブコメ結果・最終案）を報告 

※令和６年度の社会福祉審議会で計画を報告 
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